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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

Ⅱ．金融商品取引業者等の監督に係る事務処理上の

留意点 
 
Ⅱ－1 一般的な事務処理等 

 
Ⅱ－1－1 一般的な監督事務 
（１）～（５）（略） 

 
（６）類似商号使用者等の実態把握等 

 

投資者からの苦情、捜査当局からの照会、金
融商品取引業者・金融商品取引業協会等からの
情報提供又は新聞広告等から、金融商品取引業

者と誤認されるおそれのある商号又は名称を
使用している者等を把握した場合は、警察や地
域の消費者センター等への照会、直接の電話確

認等の方法により、積極的にその実態把握に努
めるものとする。 
特に、投資者から苦情等があった場合や捜査

当局から照会があった場合は、その対応のみに
留まることのないよう十分留意するものとす
る。 

 
 
（新設） 

 
 

Ⅱ．金融商品取引業者等の監督に係る事務処理上の

留意点 
 
Ⅱ－1 一般的な事務処理等 

 
Ⅱ－1－1 一般的な監督事務 
（１）～（５）（略） 

 
（６）無登録業者等及び類似商号使用者の実態把握
等 

投資者からの苦情、捜査当局からの照会、金
融商品取引業者・金融商品取引業協会等からの
情報提供又は新聞広告等から、無登録・無届け

で金融商品取引業等を行っている者及び金融
商品取引業者と誤認されるおそれのある商号
又は名称を使用している者を把握した場合は、

警察や地域の消費者センター等への照会、直接
の電話確認等の方法により、積極的にその実態
把握に努めるものとする。 

特に、投資者から苦情等があった場合や捜査
当局から照会があった場合は、その対応のみに
留まることのないよう十分留意するものとす

る。 
 
（７）無登録業者等に係る対応について 

無登録業者等に関する情報を入手した場合
は、被害の拡大を防ぐ観点から下記のような対

Ⅱ．金融商品取引業者等の監督に係る事務処理上の

留意点 
 
Ⅱ－1 一般的な事務処理等 

 
Ⅱ－1－1 一般的な監督事務 
（１）～（５）（略） 

 
（６）無登録業者等及び類似商号使用者の実態把握
等 

投資者からの苦情、捜査当局からの照会、金
融商品取引業者・金融商品取引業協会等からの
情報提供又は新聞広告等から、無登録・無届け

で金融商品取引業等を行っている者及び金融
商品取引業者と誤認されるおそれのある商号
又は名称を使用している者を把握した場合は、

警察や地域の消費者センター等への照会、直接
の電話確認等の方法により、積極的にその実態
把握に努めるものとする。 

特に、投資者から苦情等があった場合や捜査
当局から照会があった場合は、その対応のみに
留まることのないよう十分留意するものとす

る。 
 
（７）無登録業者等に係る対応について 

無登録業者等に関する情報を入手した場合
は、被害の拡大を防ぐ観点から下記のような対
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

応に努めることとする。 

なお、無届けで適格機関投資家等特例業務等
を行なっている者についても、これに準じた対
応をすることとする。 

① 苦情等の受付 
投資者等から無登録で金融商品取引業を

行っている者に関する情報提供があったと

きは、極力詳細な内容（業者名、所在地、代
表者名、電話番号、営業の実態、申出人氏名、
申出内容を捜査当局へ連絡することの可否

等）を聴取した上、次により対応する。 
イ 他の財務局に本拠地のある無登録業者
の情報を受け付けた場合には、申出内容に

ついて聴取したうえで、本拠地のある財務
局へ情報を連絡する（その後の対応は連絡
を受けた財務局で対応することを基本と

する）。 
ロ 連絡先が判明しない業者については、更
なる情報収集に努める。 

ハ 情報提供者から業者及び他の機関に連
絡しないように求められた場合には、情報
提供者に不利益が及ばないよう留意する。 

ニ 無登録が疑われる場合には申出人にお
いても捜査当局へ情報提供をするよう慫
慂する。 

ホ 「管理台帳（監督指針別紙Ⅱ－６）」を
作成し、投資者からの苦情・照会の内容及

応に努めることとする。 

なお、無届けで適格機関投資家等特例業務等
を行なっている者についても、これに準じた対
応をすることとする。 

① 苦情等の受付 
投資者等から無登録で金融商品取引業を

行っている者に関する情報提供があったと

きは、極力詳細な内容（業者名、所在地、代
表者名、電話番号、営業の実態、申出人氏名、
申出内容を捜査当局へ連絡することの可否

等）を聴取した上、次により対応する。 
イ 他の財務局に本拠地のある無登録業者
の情報を受け付けた場合には、申出内容に

ついて聴取したうえで、本拠地のある財務
局へ情報を連絡する（その後の対応は連絡
を受けた財務局で対応することを基本と

する）。 
ロ 連絡先が判明しない業者については、更
なる情報収集に努める。 

ハ 情報提供者から業者及び他の機関に連
絡しないように求められた場合には、情報
提供者に不利益が及ばないよう留意する。 

ニ 無登録が疑われる場合には申出人にお
いても捜査当局へ情報提供をするよう慫
慂する。 

ホ 「管理台帳（監督指針別紙Ⅱ－６）」を
作成し、投資者からの苦情・照会の内容及
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び当該業者に対する当局の指導内容、相手

方の対応等を時系列的に整理・記録してお
く。  

② 無登録で業を行っていることが判明した

場合 
直接受理した情報や金融庁･他局から提供

された情報により、業者名及び連絡先が判明

しており、かつ、営業実態もある程度判明し
ている業者については、直接、当該業者に電
話する等の方法により実態把握に努め、その

結果、当該業者が無登録で業を行っているこ
とが判明した場合には、次により対応する
（捜査当局による捜査に支障が出る場合を

除く）。 
イ 無登録に至った原因に故意性・悪質性が
なく、投資者保護の観点から問題のある業

者でない場合には、直ちに金融商品取引業
の登録を求める。 

ロ 無登録に至った原因に故意性・悪質性が

あると認められる場合、その他投資者保護
上必要と認められる場合には、捜査当局に
連絡するとともに、かかる行為を直ちに取

り止めるよう監督指針別紙Ⅱ－４及びⅡ
－５により文書による警告を行う。 

③ 無登録で業を行っていると断定するまで

には至らない場合 
実態把握の結果、当該業者が無登録で業を

び当該業者に対する当局の指導内容、相手

方の対応等を時系列的に整理・記録してお
く。  

② 無登録で業を行っていることが判明した

場合 
直接受理した情報や金融庁･他局から提供

された情報により、業者名及び連絡先が判明

しており、かつ、営業実態もある程度判明し
ている業者については、直接、当該業者に電
話する等の方法により実態把握に努め、その

結果、当該業者が無登録で業を行っているこ
とが判明した場合には、次により対応する
（捜査当局による捜査に支障が出る場合を

除く）。 
イ 無登録に至った原因に故意性・悪質性が
なく、投資者保護の観点から問題のある業

者でない場合には、直ちに金融商品取引業
の登録を求める。 

ロ 無登録に至った原因に故意性・悪質性が

あると認められる場合、その他投資者保護
上必要と認められる場合には、捜査当局に
連絡するとともに、かかる行為を直ちに取

り止めるよう監督指針別紙Ⅱ－４及びⅡ
－５により文書による警告を行う。 

③ 無登録で業を行っていると断定するまで

には至らない場合 
実態把握の結果、当該業者が無登録で業を
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

（７）類似商号使用者等に対する警告等 
① 明らかに類似商号に該当すると認められ
る者（例えば、「○○証券」、「○○第△種金

融商品取引業者」、「○○投資法人」等）につ
いては、別紙様式Ⅱ－１により文書で警告を
行うとともに、直接、電話や面談等により接

触し是正を求めるものとする。また、捜査当
局に連絡し情報交換等を行うものとする。 

② 金融商品取引業者と紛らわしい商号（注）

を使用している者については、別紙様式Ⅱ－
２により文書で警告を行うとともに、警察や

行っていると判明するまでには至らない場

合であっても、行っているおそれがあると判
断される場合には、監督指針別紙Ⅱ-５によ
り文書による警告を行う（捜査当局による捜

査に支障が出る場合は除く）。 
④ 警告を発したにもかかわらず是正しない
場合 

監督指針別紙Ⅱ－４による警告を発した
にもかかわらず是正しない者については、必
要に応じ捜査当局に対し告発を行うものと

する。 
⑤ 金融庁への報告 

「警告」、「告発」の措置をとった場合は、

「管理台帳」及び「警告文書」等を速やかに
金融庁長官へ報告する。 

 

（８）類似商号使用者に係る対応について 
① 明らかに類似商号に該当すると認められ
る者（例えば、「○○証券」、「○○第△種金

融商品取引業者」、「○○投資法人」等）につ
いては、別紙様式Ⅱ－１により文書で警告を
行うとともに、直接、電話や面談等により接

触し是正を求めるものとする。また、捜査当
局に連絡し情報交換等を行うものとする。 

② 金融商品取引業者と紛らわしい商号（注）

を使用している者については、別紙様式Ⅱ－
２により文書で警告を行うとともに、警察や

行っていると判明するまでには至らない場

合であっても、行っているおそれがあると判
断される場合には、監督指針別紙Ⅱ-５によ
り文書による警告を行う（捜査当局による捜

査に支障が出る場合は除く）。 
④ 警告を発したにもかかわらず是正しない
場合 

監督指針別紙Ⅱ－４による警告を発した
にもかかわらず是正しない者については、必
要に応じ捜査当局に対し告発を行うものと

する。 
⑤ 金融庁への報告 

「警告」、「告発」の措置をとった場合は、

「管理台帳」及び「警告文書」等の写しを速
やかに金融庁長官へ送付する。 

 

（８）類似商号使用者に係る対応について 
① 明らかに類似商号に該当すると認められ
る者（例えば、「○○証券」、「○○第△種金

融商品取引業者」、「○○投資法人」等）につ
いては、別紙様式Ⅱ－１により文書で警告を
行うとともに、直接、電話や面談等により接

触し是正を求めるものとする。また、捜査当
局に連絡し情報交換等を行うものとする。 

② 金融商品取引業者と紛らわしい商号（注）

を使用している者については、別紙様式Ⅱ－
２により文書で警告を行うとともに、警察や
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

地域の消費者センター等への照会、直接の電

話確認等の方法により業務内容を調査する
ものとする。 
調査の結果、当該業者の業務が金融商品取

引業者とは明らかに異なる場合を除き、別紙
様式Ⅱ－３により再度文書で警告を行うと
ともに、直接、電話や面談等により接触し是

正を求めるものとする。 
また、当該業者が無登録で金融商品取引業

を行っていることが判明した場合には、当該

業者に対し、かかる行為を直ちに取り止める
ようあわせて文書で警告を行うとともに捜
査当局に連絡する。 

③ 類似商号を使用していない場合であって
も、投資者からの苦情や通報等を受けて調査
した結果、当該業者が無登録で金融商品取引

業を行っていることが判明した場合には、別
紙様式Ⅱ－４により文書で警告を行うとと
もに、直接、電話や面談等により接触し是正

を求めるものとする。また、捜査当局に連絡
し情報交換を行うものとする。 

④ 別紙様式Ⅱ－１、別紙様式Ⅱ－３及び別紙

様式Ⅱ－４による警告を発したにもかかわ
らず是正しない者については、捜査当局に対
し告発を行うものとする。 

⑤ 投資者からの苦情や通報等を受けて調査
した結果、当該業者が無登録で金融商品取引

地域の消費者センター等への照会、直接の電

話確認等の方法により業務内容を調査する
ものとする。 
調査の結果、当該業者の業務が金融商品取

引業者とは明らかに異なる場合を除き、別紙
様式Ⅱ－３により再度文書で警告を行うと
ともに、直接、電話や面談等により接触し是

正を求めるものとする。 
 
 

 
 
 

（削除） 
 
 

 
 
 

 
 
③ 別紙様式Ⅱ－１及び別紙様式Ⅱ－３によ

る警告を発したにもかかわらず是正しない
者については、捜査当局に対し告発を行うも
のとする。 

（削除） 
 

地域の消費者センター等への照会、直接の電

話確認等の方法により業務内容を調査する
ものとする。 
調査の結果、当該業者の業務が金融商品取

引業者とは明らかに異なる場合を除き、別紙
様式Ⅱ－３により再度文書で警告を行うと
ともに、直接、電話や面談等により接触し是

正を求めるものとする。 
 
 

 
 
 

（削除） 
 
 

 
 
 

 
 
③ 別紙様式Ⅱ－１及び別紙様式Ⅱ－３によ

る警告を発したにもかかわらず是正しない
者については、捜査当局に対し必要に応じ告
発を行うものとする。 

（削除） 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

業を行っていると断定するまでには至らな

い場合であっても、行っているおそれがある
ものと判断される場合には、必要に応じて、
別紙様式Ⅱ－５による文書での照会、電話や

面談等により業務の状況を直接確認し、さら
に、捜査当局への連絡及び情報交換を行うも
のとする。 

⑥ 財務局長は、上記①から⑤までの措置をと
った場合は、業者名、代表者名、店舗等の所
在地、業務内容及び規模等について速やかに

金融庁長官へ報告するものとする。 
⑦ 財務局長は、類似商号使用者等について
は、管理台帳（別紙様式Ⅱ－６）を作成し、

当該業者に対する投資者等からの苦情・照会
の内容及び当該業者に対する当局の指導内
容、相手方の対応等を時系列的に整理・記録

しておくものとする。 
（注）「金融商品取引業者と紛らわしい商号
例」 

金融商品取引業者で、金商法施行時
に旧証券取引法第28条の登録を受けて
いる者（みなし登録第一種業者）及び

金商法施行後に有価証券関連業を行う
者は、その商号中に「証券」という文
字を使用することができる。商号中に

「証券」という文字を用いるこれらの
者（以下「特例証券会社等」という。）

 

 
 
 

 
 
 

④ 財務局長は、上記①から③までの措置をと
った場合は、業者名、代表者名、店舗等の所
在地、業務内容及び規模等について速やかに

金融庁長官へ報告するものとする。 
⑤ 財務局長は、類似商号使用者等について
は、管理台帳（別紙様式Ⅱ－６）を作成し、

当該業者に対する投資者等からの苦情・照会
の内容及び当該業者に対する当局の指導内
容、相手方の対応等を時系列的に整理・記録

しておくものとする。 
（注）「金融商品取引業者と紛らわしい商号
例」 

金融商品取引業者で、金商法施行時
に旧証券取引法第28条の登録を受けて
いる者（みなし登録第一種業者）及び

金商法施行後に有価証券関連業を行う
者は、その商号中に「証券」という文
字を使用することができる。商号中に

「証券」という文字を用いるこれらの
者（以下「特例証券会社等」という。）

 

 
 
 

 
 
 

④ 財務局長は、上記①から③までの措置をと
った場合は、業者名、代表者名、店舗等の所
在地、業務内容及び規模等について速やかに

金融庁長官へ報告するものとする。 
⑤ 財務局長は、類似商号使用者等について
は、管理台帳（別紙様式Ⅱ－６）を作成し、

当該業者に対する投資者等からの苦情・照会
の内容及び当該業者に対する当局の指導内
容、相手方の対応等を時系列的に整理・記録

しておくものとする。 
（注）「金融商品取引業者と紛らわしい商号
例」 

金融商品取引業者で、金商法施行時
に旧証券取引法第28条の登録を受けて
いる者（みなし登録第一種業者）及び

金商法施行後に有価証券関連業を行う
者は、その商号中に「証券」という文
字を使用することができる。商号中に

「証券」という文字を用いるこれらの
者（以下「特例証券会社等」という。）
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

と紛らわしい商号に関しては、一般に

「特例証券会社等と誤認されるおそ
れ」の有無により個別に検討するもの
とするが、使用例を掲げれば次のとお

りである。 
(a) 「証券」という文字に他の文字を
組み合わせているが、その商号から

特例証券会社等と紛らわしいもの。 
〔例示〕 

○○証券取引、○○証券売買、

○○証券取次、○○証券投資、○
○証券商事、○○証券短資、○○
証券委託、○○証券媒介、○○証

券代理 
ただし、「○○証券印刷」のよう
に明らかに特例証券会社等と異な

るものは除く。 
(b) 「証券」という文字は使用してい
ないが、その商号から特例証券会社

等と紛らわしいもの。 
〔例示〕 

○○株式委託、○○株式投資、

○○株式取次、○○株式売買、○
○株式取引、○○株式代理（債券
でも同様）、○○金融商品取引 

 
 

と紛らわしい商号に関しては、一般に

「特例証券会社等と誤認されるおそ
れ」の有無により個別に検討するもの
とするが、使用例を掲げれば次のとお

りである。 
(a) 「証券」という文字に他の文字を
組み合わせているが、その商号から

特例証券会社等と紛らわしいもの。 
〔例示〕 

○○証券取引、○○証券売買、

○○証券取次、○○証券投資、○
○証券商事、○○証券短資、○○
証券委託、○○証券媒介、○○証

券代理 
ただし、「○○証券印刷」のよう
に明らかに特例証券会社等と異な

るものは除く。 
(b) 「証券」という文字は使用してい
ないが、その商号から特例証券会社

等と紛らわしいもの。 
〔例示〕 

○○株式委託、○○株式投資、

○○株式取次、○○株式売買、○
○株式取引、○○株式代理（債券
でも同様）、○○金融商品取引 

 
 

と紛らわしい商号に関しては、一般に

「特例証券会社等と誤認されるおそ
れ」の有無により個別に検討するもの
とするが、使用例を掲げれば次のとお

りである。 
(a) 「証券」という文字に他の文字を
組み合わせているが、その商号から

特例証券会社等と紛らわしいもの。 
〔例示〕 

○○証券取引、○○証券売買、

○○証券取次、○○証券投資、○
○証券商事、○○証券短資、○○
証券委託、○○証券媒介、○○証

券代理 
ただし、「○○証券印刷」のよう
に明らかに特例証券会社等と異な

るものは除く。 
(b) 「証券」という文字は使用してい
ないが、その商号から特例証券会社

等と紛らわしいもの。 
〔例示〕 

○○株式委託、○○株式投資、

○○株式取次、○○株式売買、○
○株式取引、○○株式代理（債券
でも同様）、○○金融商品取引 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

Ⅳ．監督上の評価項目と諸手続（第一種金融商品取

引業） 
 
Ⅳ－２ 財務の健全性等（第一種金融商品取引業） 

 
（新設） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ⅳ．監督上の評価項目と諸手続（第一種金融商品取

引業） 
 
Ⅳ－２ 財務の健全性等（第一種金融商品取引業） 

 
Ⅳ－２－７ 早期警戒制度 

金融商品取引業者の経営の健全性を確保して

いくための手法としては、金商法第 46 条の６第
１項の規定に基づく、「早期是正措置」が定めら
れているところであるが、本措置の対象とはなら

ない金融商品取引業者であっても、その健全性の
維持及び一層の向上を図るため、継続的な経営改
善への取組みがなされる必要がある。 

このため、金融商品取引業者が、以下に掲げる
自己資本規制比率の変動、有価証券の価格変動等
について、あらかじめ設定した基準に該当するこ

ととなった場合には、早期警戒制度に基づくヒア
リングや報告徴求等を行うことによって、早め早
めにリスクを特定することとする。 

 
（注）早期警戒制度の枠組みの下では、個々の基
準に該当する金融商品取引業者に対しヒアリ

ング等の監督上の対応を実施していくことと
なるが、そうした場合であっても、当該金融商
品取引業者の経営が不健全であると自動的に

みなされるものではなく、当局としても、必ず
しも直ちに経営改善を求めるものではない。 

Ⅳ．監督上の評価項目と諸手続（第一種金融商品取

引業） 
 
Ⅳ－２ 財務の健全性等（第一種金融商品取引業） 

 
Ⅳ－２－７ 早期警戒制度 

金融商品取引業者の経営の健全性を確保して

いくための手法としては、金商法第 46 条の６第
１項の規定に基づく、「早期是正措置」が定めら
れているところであるが、本措置の対象とはなら

ない金融商品取引業者であっても、その健全性の
維持及び一層の向上を図るため、継続的な経営改
善への取組みがなされる必要がある。 

このため、金融商品取引業者が、以下に掲げる
自己資本規制比率の変動、有価証券の価格変動等
について、あらかじめ設定した基準に該当するこ

ととなった場合には、早期警戒制度に基づくヒア
リングや報告徴求等を行うことによって、早め早
めにリスクを特定することとする。 

 
（注）早期警戒制度の枠組みの下では、個々の基
準に該当する金融商品取引業者に対しヒアリ

ング等の監督上の対応を実施していくことと
なるが、そうした場合であっても、当該金融商
品取引業者の経営が不健全であると自動的に

みなされるものではなく、当局としても、必ず
しも直ちに経営改善を求めるものではない。 



  金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（抄） 

 9

現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

また、業者側のコストや監督行政の効率性の

観点から、早期警戒のモニタリングは金融商品
取引業者の規模及びリスク特性等に応じて柔
軟に運用するものとする。 

 
（１）自己資本規制比率の変動 

自己資本規制比率の毎月の変動幅、変動割合

について、オフサイト・モニタリングのデータ
等に基づき把握し、顕在化しているリスクに関
する分析等を行う。 

 
（２）有価証券の価格変動 

金融商品取引業者の有価証券保有額につい

て、オフサイト・モニタリングのデータ等に基
づき把握し、一定の価格変動を仮定したストレ
ステストを基に、市場リスクに関する分析等を

行う。 
 

（３）為替変動の影響等 

店頭金融先物取引を行う金融商品取引業者
に対しては、為替変動の影響についてオフサイ
ト・モニタリングのデータ等に基づき把握し、

分別管理の方法やレバレッジ率、取引形態等に
関する状況と照らして、為替変動によって自己
資本が毀損するリスク等に関する分析等を行

う。 
 

また、業者側のコストや監督行政の効率性の

観点から、早期警戒のモニタリングは金融商品
取引業者の規模及びリスク特性等に応じて柔
軟に運用するものとする。 

 
（１）自己資本規制比率の変動 

自己資本規制比率の毎月の変動幅、変動割合

について、オフサイト・モニタリングのデータ
等に基づき把握し、顕在化しているリスクに関
する分析等を行う。 

 
（２）有価証券の価格変動 

金融商品取引業者の有価証券保有額につい

て、オフサイト・モニタリングのデータ等に基
づき把握し、一定の価格変動を仮定したストレ
ステストを基に、市場リスクに関する分析等を

行う。 
 

（３）為替変動の影響等 

店頭金融先物取引を行う金融商品取引業者
に対しては、為替変動の影響についてオフサイ
ト・モニタリングのデータ等に基づき把握し、

分別管理の方法やレバレッジ率、取引形態等に
関する状況と照らして、為替変動によって自己
資本が毀損するリスク等に関する分析等を行

う。 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ⅳ－３ 業務の適切性（第一種金融商品取引業） 
 
Ⅳ－３－１ 有価証券関連業に係る業務の適切性 

 
Ⅳ－３－１－２ 勧誘・説明態勢 
 

（１）～（４）（略） 
 
（新設） 

 
 
 

 
 

（４）監督手法・対応 

上記（１）から（３）までのデータを元に、
それぞれの状況についてあらかじめ設定した
基準に該当することとなった場合には、当該金

融商品取引業者に対し、早期警戒制度に基づく
ヒアリングや報告徴求等を行うことによって、
早め早めにリスクを特定することとする。 

また、現状について改善策を確実に実行させ
る必要があると認められる場合には、金商法第
51 条の規定に基づく業務改善命令を発出する

等の対応を行うものとする。 
 
 

Ⅳ－３ 業務の適切性（第一種金融商品取引業） 
 
Ⅳ－３－１ 有価証券関連業に係る業務の適切性 

 
Ⅳ－３－１－２ 勧誘・説明態勢 
 

（１）～（４）（略） 
 
（５）証券化商品の販売に係る留意事項（証券化商

品の追跡可能性（トレーサビリティ）の確保） 
証券化商品の中には、複雑な構造を有し、原

資産のリスクが不透明になっているものがあ

り、適切な情報伝達がなされていない場合に
は、結果として金融システム全体の中でリスク

（４）監督手法・対応 

上記（１）から（３）までのデータを元に、
それぞれの状況についてあらかじめ設定した
基準に該当することとなった場合には、当該金

融商品取引業者に対し、早期警戒制度に基づく
ヒアリングや報告徴求等を行うことによって、
早め早めにリスクを特定することとする。 

また、現状について改善策を確実に実行させ
る必要があると認められる場合には、金商法第
51 条の規定に基づく業務改善命令を発出する

等の対応を行うものとする。 
 
 

Ⅳ－３ 業務の適切性（第一種金融商品取引業） 
 
Ⅳ－３－１ 有価証券関連業に係る業務の適切性 

 
Ⅳ－３－１－２ 勧誘・説明態勢 
 

（１）～（４）（略） 
 
（５）証券化商品の販売に係る留意事項（証券化商

品の追跡可能性（トレーサビリティ）の確保） 
証券化商品の中には、複雑な構造を有し、組

成・販売の過程に複数の関係者が介在するもの

があり、原資産の組成者から、証券化商品の組
成者、販売者（場合によっては二次販売者）、
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

の所在が不明確になるおそれがある。 

 
 
 

証券化商品の取引は、基本的にはプロ同士
（証券会社等と適格機関投資家等）の取引と考
えられるため、法令上の開示規制や業者の説明

義務の対象にはならない可能性が高いものの、
その販売に関しては、上記の視点も踏まえ、以
下のような点に留意するものとする。 

なお、証券会社等が単なる売買の媒介しか行
わないなど限定的な役割しか担わない場合で
あっても、投資者と接点を有する限りにおいて

は、同様に以下の点に留意が必要である。 
 
① 販売に先立ち、原資産の内容やリスクに関

する情報を収集し、適切な説明が可能となる
よう、社内で分析を行っているか。 

② 販売の際に、格付けのみに依存することな

く、自ら分析した原資産のリスク、格付けに
反映されない流動性リスク等についても情
報伝達を行うよう、社内手続き・ルールが定

められており、必要な態勢が整備されている
か。 

③ 投資者である顧客からの要望があれば、当

該顧客が原資産の内容やリスクに関する情
報を適切にトレースすることができるよう、

投資家に至る一連の流れの中で、原資産の内容

やリスクにつき適切な情報伝達がなされない
場合には、投資家におけるリスクの的確な把握
が困難になるおそれがある。 

証券化商品の取引は、基本的にはプロ同士
（証券会社等と適格機関投資家等）の取引と考
えられるため、法令上の開示規制や業者の説明

義務の対象にはならない可能性が高いものの、
その販売に関しては、上記の視点も踏まえ、以
下のような点に留意するものとする。 

なお、証券会社等が単なる売買の媒介しか行
わないなど限定的な役割しか担わない場合で
あっても、投資者と接点を有する限りにおいて

は、実務上可能な範囲で協力をすることが望ま
しい。 
① 販売に先立ち、原資産の内容やリスクに関

する情報を収集し、適切な説明が可能となる
よう、分析を行っているか。 

② 販売の際に、格付けのみに依存することな

く、原資産のリスク、格付けに反映されない
流動性リスク等についても情報伝達を行う
よう、社内手続き・ルールが定められており、

必要な態勢が整備されているか。 
 
③ 投資者である顧客からの要望があれば、当

該顧客が原資産の内容やリスクに関する情
報を適切にトレースすることができるよう、
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
（５）監督手法・対応 

（略） 

 
 
Ⅳ－３－３ 店頭デリバティブ取引業に係る業務

の適切性 
 
Ⅳ－３－３－１ 法令等遵守態勢 

 店頭デリバティブ取引業者（金商法第２条第８
項４号に掲げる行為を業として行う第一種金融
商品取引業者をいう。以下同じ。）が、店頭デリ

バティブ取引の担い手としての自らの役割を十
分に認識して、法令や業務上の諸規則を厳格に遵
守し健全かつ適切な業務運営に努めることは、店

頭デリバティブ取引業者に対する投資者からの
信頼を確立する上で重要である。 

情報伝達のための社内手続き・ルールが定め

られており、必要な態勢が整備されている
か。 

④ 市場価格の特定が困難となった場合にも、

理論価格等を評価・算定し、顧客に迅速かつ
的確に提示することができる態勢が整備さ
れているか。また、当該理論価格等の評価・

算定に当たって、客観性を確保するための態
勢が整備されているか。 

 

 
（６）監督手法・対応 

（略） 

 
 
Ⅳ－３－３ 店頭デリバティブ取引業に係る業務

の適切性 
 
Ⅳ－３－３－１ 法令等遵守態勢 

店頭デリバティブ取引業者（金商法第２条第８
項４号に掲げる行為を業として行う第一種金融
商品取引業者をいう。以下同じ。）が、店頭デリ

バティブ取引の担い手としての自らの役割を十
分に認識して、法令や業務上の諸規則を厳格に遵
守し健全かつ適切な業務運営に努めることは、店

頭デリバティブ取引業者に対する投資者からの
信頼を確立する上で重要である。 

情報伝達のための社内手続き・ルールが定め

られており、必要な態勢が整備されている
か。 

④ 市場価格の特定が困難となった場合にも、

理論価格等を評価・算定し、顧客に迅速かつ
的確に提示することができる態勢が整備さ
れているか。また、当該理論価格等の評価・

算定に当たっては、情報利用者による意図的
な特定の利用に資することを優先した恣意
的な算定等がなされていないか。 

 
（６）監督手法・対応 

（略） 

 
 
Ⅳ－３－３ 店頭デリバティブ取引業に係る業務

の適切性 
 
Ⅳ－３－３－１ 法令等遵守態勢 

店頭デリバティブ取引業者（金商法第２条第８
項４号に掲げる行為を業として行う第一種金融
商品取引業者をいう。以下同じ。）が、店頭デリ

バティブ取引の担い手としての自らの役割を十
分に認識して、法令や業務上の諸規則を厳格に遵
守し健全かつ適切な業務運営に努めることは、店

頭デリバティブ取引業者に対する投資者からの
信頼を確立する上で重要である。 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

こうした店頭デリバティブ取引業者のコンプ

ライアンス態勢については、基本的にはⅢ－２－
１における態勢整備の着眼点及び監督手法をも
って対応することとするが、それ以外にも、自主

規制機関の策定する自主規制ルールの遵守状況
も含めた幅広い検証を行うこととする。 

 

（新設） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ⅳ－３－３－２ 勧誘・説明態勢 

こうした店頭デリバティブ取引業者のコンプ

ライアンス態勢については、基本的にはⅢ－２－
１における態勢整備の着眼点及び監督手法をも
って対応することとするが、それ以外にも、自主

規制機関の策定する自主規制ルールの遵守状況
も含めた幅広い検証を行うこととする。 

 

（１）分別管理に係る留意事項 
① 店頭デリバティブ取引業者が金銭その他
の保証金を管理するにあたり、業府令第 143

条第１項第３号に規定されるカバー取引相
手方への預託を行っている場合、当該保証金
のうちカバー取引に該当しない自己取引に

係る保証金がある場合は、カバー取引に係る
保証金と自己取引に係る保証金とを明確に
区分して管理しているか。 

 
 
② カバー取引相手方へ預託した保証金につ

いて、相場の変動等により追加すべき保証金
（顧客への立替金）が発生した場合には、自
己勘定において支払うこととし、顧客勘定と

して管理する保証金をこれに充てることの
ないよう管理しているか。 

 

 
Ⅳ－３－３－２ 勧誘・説明態勢 

こうした店頭デリバティブ取引業者のコンプ

ライアンス態勢については、基本的にはⅢ－２－
１における態勢整備の着眼点及び監督手法をも
って対応することとするが、それ以外にも、自主

規制機関の策定する自主規制ルールの遵守状況
も含めた幅広い検証を行うこととする。 

 

（１）区分管理に係る留意事項 
① 店頭デリバティブ取引業者が店頭金融先
物取引（金商業等府令第 79 条第２項第２号

に掲げる取引）に係る金銭その他の保証金を
管理するにあたり、業府令第 143 条第１項第
３号に規定されるカバー取引相手方への預

託を行っている場合、当該保証金のうちカバ
ー取引に該当しない自己取引に係る保証金
がある場合は、カバー取引に係る保証金と自

己取引に係る保証金とを明確に区分して管
理しているか。 

② カバー取引相手方へ預託した保証金につ

いて、相場の変動等により追加すべき保証金
が発生した場合には、自己勘定において支払
うこととし、顧客勘定として管理する他の顧

客の保証金をこれに充てることのないよう
管理しているか。 

 

 
Ⅳ－３－３－２ 勧誘・説明態勢 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

（１）・（２）（略） 

 
（３）店頭金融先物取引業者の説明責任に係る留意
事項 

① 取引時に表示した数値の提示等 
 イ．金商業等府令第 123 条第 21 号に関し、
店頭金融先物取引（金商業等府令第 79 条

第２項第２号に掲げる取引）について、店
頭金融先物取引業者が顧客の取引時に表
示した金融商品、金融指標又はオプション

の価格を、当該価格の提示を要求した当該
顧客に提示する場合には、各取引日ごとの
始値、高値、安値及び終値の提示によるこ

とができる。 
 ロ．（略） 
②（略） 

（新設） 
 
 

 
 
 

 
  （新設） 
 

 
 

（１）・（２）（略） 

 
（３）店頭金融先物取引業者の説明責任に係る留意
事項 

①・②（略） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

③ 顧客及びカバー取引相手方との取引 
以下の点について、顧客から説明を求めら

れた場合には、適切な説明を行っているか。 

イ カバー取引の発注方法 
ロ カバー取引の執行基準 
ハ カバー取引相手方との間でシステム障

害が発生した場合の対応 
④ 相場が急激に変動した場合の対応 

相場が急激に変動した場合の対応につい

て、顧客に対して適切な説明を行っている
か。 

（１）・（２）（略） 

 
（３）店頭金融先物取引業者の説明責任に係る留意
事項 

① 取引時に表示した数値の提示等 
 イ．金商業等府令第 123 条第 21 号に関し、
店頭金融先物取引について、店頭金融先物

取引業者が顧客の取引時に表示した金融
商品、金融指標又はオプションの価格を、
当該価格の提示を要求した当該顧客に提

示する場合には、各取引日ごとの始値、高
値、安値及び終値の提示によることができ
る。 

 
 ロ．（略） 
②（略） 

③ 顧客及びカバー取引相手方との取引 
以下の点について、顧客から説明を求めら

れた場合には、適切な説明を行っているか。 

イ．カバー取引の発注方法 
ロ．カバー取引の執行基準 
ハ．カバー取引相手方との間でシステム障害

が発生した場合の対応 
④ 相場が急激に変動した場合の対応 

相場が急激に変動した場合の対応につい

て、顧客から説明を求められた場合には、適
切な説明を行っているか。 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

  （新設） 

 
 
 

 
  （新設） 
 

 
 
 

 
 
 

 
（４）～（７）（略） 
 

 
（新設） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

⑤ 自己勘定取引に係る社内管理態勢 

自己勘定による取引を行っているか否か、
行っている場合のリスク管理態勢等につい
て、顧客から説明を求められた場合には、適

切な説明を行っているか。 
⑥ 分別管理の状況 

保証金をカバー取引相手方へ預託してい

る場合には、金商業府令第 94 条第１項に規
定するカバー取引相手方の情報に加え、カバ
ー取引相手方での口座設定の状況及び保証

金の管理の状況について適切な説明を行っ
ているか。 

 

 
（４）～（７）（略） 
 

 
Ⅳ－３－３－４ 店頭金融先物取引に係るリスク
管理態勢 

顧客を相手方として取引を行う通貨に係る店
頭金融先物取引については、自己が負うリスクの
管理が重要であることから、リスク管理態勢の整

備及び業務運営の遂行について、以下の点に留意
し監督するものとする。 
 

（１）顧客及びカバー取引相手方との取引に係る留
意事項 

⑤ 自己勘定取引に係る社内管理態勢 

自己勘定による取引を行っているか否か、
行っている場合のリスク管理態勢等につい
て、顧客から説明を求められた場合には、適

切な説明を行っているか。 
⑥ 区分管理の状況 

保証金をカバー取引相手方へ預託してい

る場合には、金商業府令第 94 条第１項に規
定するカバー取引相手方の情報に加え、カバ
ー取引相手方での口座設定の状況及び保証

金の管理の状況について、顧客から説明を求
められた場合には、適切な説明を行っている
か。 

 
（４）～（７）（略） 
 

 
Ⅳ－３－３－４ 店頭金融先物取引に係るリスク
管理態勢 

顧客を相手方として取引を行う通貨に係る店
頭金融先物取引については、自己が負うリスクの
管理が重要であることから、リスク管理態勢の整

備及び業務運営の遂行について、以下の点に留意
し監督するものとする。 
 

（１）顧客及びカバー取引相手方との取引に係る留
意事項 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

① 店頭金融先物取引業者が、顧客との取引

後、カバー取引を行うまでの間に時間差が生
じる可能性がある場合には、その間の相場の
急激な変動等に備えたリスク管理態勢を整

備しているか。 
② カバー取引を顧客との取引ごとにその都
度行うのではなく、一定の時間ごと若しくは

一定の金額ごとに行う又はディーラーの判
断によって行うこととしている場合には、顧
客との取引とカバー取引とに時間差が生じ

ることに十分留意し、その間の相場の急激な
変動等に備えたリスク管理態勢を整備して
いるか。 

③ 顧客からの指値注文又はロスカット注文
について、情報ベンダー等が示す相場の気配
等から判断して注文を約定させその後カバ

ー取引を行う場合には、その間の相場の急激
な変動等に備えたリスク管理態勢を整備し
ているか。 

④ システムによるカバー取引に係るシステ
ムリスクについては、基本的にはⅢ-２-８に
おける態勢整備の留意点をもって対応する

こととするが、カバー取引を行う際にカバー
取引相手方との間でシステム障害により、取
引が行えない場合があることを勘案し、その

間の相場の急激な変動等に備えたリスク管
理態勢を整備しているか。 

① 顧客との取引後、カバー取引を行うまでの

間に時間差が生じる可能性がある場合には、
その間の相場の急激な変動等に備えたリス
ク管理態勢を整備しているか。 

 
② カバー取引を顧客との取引ごとにその都
度行うのではなく、一定の時間ごと若しくは

一定の金額ごとに行う又はディーラーの判
断によって行うこととしている場合には、顧
客との取引とカバー取引とに時間差が生じ

ることに十分留意し、その間の相場の急激な
変動等に備えたリスク管理態勢を整備して
いるか。 

③ 顧客からの指値注文又はロスカット注文
について、情報ベンダー等が示す相場の気配
等から判断して注文を約定させその後カバ

ー取引を行う場合には、その間の相場の急激
な変動等に備えたリスク管理態勢を整備し
ているか。 

④ システムによるカバー取引に係るシステ
ムリスクについては、基本的にはⅢ-２-８に
おける態勢整備の留意点をもって対応する

こととするが、カバー取引を行う際にカバー
取引相手方との間でシステム障害により、取
引が行えない場合があることを勘案し、その

間の相場の急激な変動等に備えたリスク管
理態勢を整備しているか。 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

⑤ カバー取引相手方との間の契約内容等を

十分に把握し、トラブル発生時の対応が迅速
かつ適切になされるような態勢が整備され
ているか。 

 
（２）相場が急激に変動した場合の取引に係る留意
事項 

相場が急激に変動した場合に備え、自己勘定
取引を停止する又はカバー取引相手方との取
引ができない場合には顧客からの受注を行わ

ない等の具体的なリスク管理の方針を定め、そ
のための態勢を整備しているか。 
 

（３）自己勘定取引に係る留意事項 
顧客取引に係るカバー取引以外に自己勘定

による取引を行っている場合には、以下の点に

留意する必要がある。 
① 自己勘定取引を行う担当者のポジション
リミット、ストップロスリミット（日次・月

次）、オーバーナイトポジションのリミット
等について社内規程を整備しているか。 

② 自己勘定取引を行う担当者の取引の発注

に関し、誤発注を回避するためのソフトリミ
ット・ハードリミットを設けているか。 

③ 担当者の行う取引における社内規程の遵

守について、バックオフィスにおいて常時モ
ニタリングする態勢となっているか。 

⑤ カバー取引相手方との間の契約内容等を

十分に把握し、トラブル発生時の対応が迅速
かつ適切になされるような態勢が整備され
ているか。 

 
（２）相場が急激に変動した場合の取引に係る留意
事項 

相場が急激に変動した場合に備え、自己勘定
取引を停止する又はカバー取引相手方との取
引ができない場合には顧客からの受注を行わ

ない等の具体的なリスク管理の方針を定め、そ
のための態勢を整備しているか。 

 

（３）自己勘定取引に係る留意事項 
顧客取引に係るカバー取引以外に自己勘定

による取引を行っている場合には、以下の点に

留意する必要がある。 
① 自己勘定取引を行う担当者のポジション
リミット、ストップロスリミット（日次・月

次）、オーバーナイトポジションのリミット
等について社内規程を整備しているか。 

② 自己勘定取引を行う担当者の取引の発注

に関し、誤発注を回避するためのソフトリミ
ット・ハードリミットを設けているか。 

③ 担当者の行う取引における社内規程の遵

守について、バックオフィスにおいて常時モ
ニタリングする態勢となっているか。 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ⅴ．監督上の評価項目と諸手続（第二種金融商品取
引業） 
 

Ⅴ－２ 業務の適切性（第二種金融商品取引業） 
 
Ⅴ－２－１ みなし有価証券販売業等に係る業務

の適切性 
 
Ⅴ－２－１－１ 勧誘・説明態勢 

 
（１）～（３）（略） 

（４）監督手法・対応 

日常の監督事務を通じて把握された店頭金
融先物取引業者のリスク管理態勢に関する課
題及び対応状況については、ヒアリングや金商

法第 56 条の２第１項の規定に基づく報告を通
じて把握することとする。また、当該業者の状
況が公益又は投資者保護の観点から重大な問

題があると認められる場合には、金商法第 51
条の規定に基づく業務改善命令を発出する等
の対応を行うものとする。更に、業務又は財産

の状況に照らし支払不能に陥るおそれがある
等の場合には、金商法第 52 条第１項の規定に
基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対

応を検討するものとする。 
 
 

Ⅴ．監督上の評価項目と諸手続（第二種金融商品取
引業） 
 

Ⅴ－２ 業務の適切性（第二種金融商品取引業） 
 
Ⅴ－２－１ みなし有価証券販売業等に係る業務

の適切性 
 
Ⅴ－２－１－１ 勧誘・説明態勢 

 
（１）～（３）（略） 

（４）監督手法・対応 

日常の監督事務を通じて把握された店頭金
融先物取引業者のリスク管理態勢に関する課
題及び対応状況については、ヒアリングや金商

法第 56 条の２第１項の規定に基づく報告を通
じて把握することとする。また、当該業者の状
況が公益又は投資者保護の観点から重大な問

題があると認められる場合には、金商法第 51
条の規定に基づく業務改善命令を発出する等
の対応を行うものとする。更に、業務又は財産

の状況に照らし支払不能に陥るおそれがある
等の場合には、金商法第 52 条第１項の規定に
基づく業務停止命令等の発出も含め、必要な対

応を検討するものとする。 
 
 

Ⅴ．監督上の評価項目と諸手続（第二種金融商品取
引業） 
 

Ⅴ－２ 業務の適切性（第二種金融商品取引業） 
 
Ⅴ－２－１ みなし有価証券販売業等に係る業務

の適切性 
 
Ⅴ－２－１－１ 勧誘・説明態勢 

 
（１）～（３）（略） 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

（新設） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

（４）証券化商品の販売に係る留意事項（証券化商

品の追跡可能性（トレーサビリティ）の確保） 
みなし有価証券販売業者の中には、金商法第

２条第２項第１号及び第２号に規定する信託

受益権について第 28 条第２項第２号に規定す
る行為を業として行う者（以下「信託受益権販
売業者」という。）があるが、これらの者が取

り扱う証券化商品（信託受益権）についても、
原資産の情報が投資者に適切に伝達されるこ
とが重要である。そのため、以下のような点に

留意するものとする。 
なお、信託受益権販売業者が単なる売買の媒

介しか行わないなど限定的な役割しか担わな

い場合であっても、投資者と接点を有する限り
においては、同様に以下の点に留意が必要であ
る。 

① 販売に先立ち、原資産の内容やリスクに関
する情報を収集し、適切な説明が可能となる
よう、社内で分析を行っているか。 

② 販売の際に、格付けのみに依存することな
く、自ら分析した原資産のリスク、格付けに
反映されない流動性リスク等についても情

報伝達を行うよう、社内手続き・ルールが定
められており、必要な態勢が整備されている
か。 

③ 投資者である顧客からの要望があれば、当
該顧客が原資産の内容やリスクに関する情

（４）証券化商品の販売に係る留意事項（証券化商

品の追跡可能性（トレーサビリティ）の確保） 
みなし有価証券販売業者の中には、金商法第

２条第２項第１号及び第２号に規定する信託

受益権について第 28 条第２項第２号に規定す
る行為を業として行う者（以下「信託受益権販
売業者」という。）があるが、これらの者が取

り扱う証券化商品（信託受益権）についても、
原資産の情報が投資者に適切に伝達されるこ
とが重要である。そのため、以下のような点に

留意するものとする。 
なお、信託受益権販売業者が単なる売買の媒

介しか行わないなど限定的な役割しか担わな

い場合であっても、投資者と接点を有する限り
においては、実務上可能な範囲で協力をするこ
とが望ましい。 

① 販売に先立ち、原資産の内容やリスクに関
する情報を収集し、適切な説明が可能となる
よう、分析を行っているか。 

② 販売の際に、格付けのみに依存することな
く、原資産のリスク、格付けに反映されない
流動性リスク等についても情報伝達を行う

よう、社内手続き・ルールが定められており、
必要な態勢が整備されているか。 

 

③ 投資者である顧客からの要望があれば、当
該顧客が原資産の内容やリスクに関する情
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
（４）監督手法・対応 

（略） 
 
 

Ⅴ－２－２ 市場デリバティブ取引業に係る業務の
適切性 
 

Ⅴ－２－２－２ 勧誘・説明態勢 
 
（１）～（３）（略） 

 
（４）委託証拠金その他の保証金の受領に係る書面
交付に係る留意事項 

 金商業等府令第 114 条第１項第４号に規定
する「当該金融商品取引業者等が保証金を受

報を適切にトレースすることができるよう、

情報伝達のための社内手続き・ルールが定め
られており、必要な態勢が整備されている
か。 

④ 市場価格の特定が困難となった場合にも、
理論価格等を評価・算定し、顧客に迅速かつ
的確に提示することができる態勢が整備さ

れているか。また、当該理論価格等の評価・
算定に当たって、客観性を確保するための態
勢が整備されているか。 

 
 
（５）監督手法・対応 

（略） 
 

 

Ⅴ－２－２ 市場デリバティブ取引業に係る業務の
適切性 
 

Ⅴ－２－２－２ 勧誘・説明態勢 
 
（１）～（３）（略） 

 
（削除） 

 

 
 

報を適切にトレースすることができるよう、

情報伝達のための社内手続き・ルールが定め
られており、必要な態勢が整備されている
か。 

④ 市場価格の特定が困難となった場合にも、
理論価格等を評価・算定し、顧客に迅速かつ
的確に提示することができる態勢が整備さ

れているか。また、当該理論価格等の評価・
算定に当たっては、情報利用者による意図的
な特定の利用に資することを優先した恣意

的な算定等がなされていないか。 
 
（５）監督手法・対応 

（略） 
 

 

Ⅴ－２－２ 市場デリバティブ取引業に係る業務の
適切性 
 

Ⅴ－２－２－２ 勧誘・説明態勢 
 
（１）～（３）（略） 

 
（削除） 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

領した日付」については、各社において顧客

との間で約した取決めに基づき、入金された
当日又は翌営業日等とすることができるもの
とする。 

 
（５）監督手法・対応 
   （略） 

 
 
Ⅷ．監督上の評価項目と諸手続（登録金融機関） 

 
Ⅷ－１ 業務の適切性（登録金融機関） 
登録金融機関の業務の適切性については、Ⅲ－２

（Ⅲ－２－３－４（２）、Ⅲ－２－６（１）②、Ⅲ
－２－８（３）及びⅢ－２－９を除く。）及びⅣ－
３－１（Ⅳ－３－１－２（１）及びⅣ－３－１－４

を除く。）、Ⅳ－３－３、Ⅵ－２及びⅦ－２に準ずる
ほか、以下の点に留意するものとする。 
 

 
 
 

なお、金融商品仲介業務については、Ⅳ－３－１
－２（４）③イ及びロの理論価格、並びに③ロ及び
ニの社内ルールについては、委託金融商品取引業者

において算出又は策定したものを使用することが
できるものとする。 

 

 
 
 

 
（４）監督手法・対応 
   （略） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
（４）監督手法・対応 
   （略） 

 
 
Ⅷ．監督上の評価項目と諸手続（登録金融機関） 

 
Ⅷ－１ 業務の適切性（登録金融機関） 
登録金融機関の業務の適切性については、Ⅲ－２

（Ⅲ－２－３－４（２）、Ⅲ－２－６（１）②、Ⅲ
－２－８（３）及びⅢ－２－９を除く。）及びⅣ－
３－１（Ⅳ－３－１－２（１）及びⅣ－３－１－４

を除く。）、Ⅳ－３－３（Ⅳ－３－３－１（１）、Ⅳ
－３－３－２（３）③から⑥まで及びⅣ－３－３－
４を除く。ただし、登録金融機関がいわゆる外国為

替証拠金取引を業として行う場合にはこの限りで
はない。）、Ⅵ－２及びⅦ－２に準ずるほか、以下の
点に留意するものとする。 

なお、金融商品仲介業務については、Ⅳ－３－１
－２（４）③イ及びロの理論価格、並びに③ロ及び
ニの社内ルールについては、委託金融商品取引業者

において算出又は策定したものを使用することが
できるものとする。 
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現行監督指針 改正案（パブリックコメント時） 改正内容（３月３１日以降適用） 

監督指針別紙Ⅱ－６ 

                        
（日本工業規格Ａ４） 
 

類 似 商 号 使 用 者 等 管 理 台 帳 

業 者 名  

所 在 地  

代表社名  
資
本

金 

百万
円 

役
職

員
数 

人 

店舗名（所
在 地 ） 

 

業務内容  

日 付 
苦情・照会等の内容及び当局の指導

内容、相手方の対応等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

監督指針別紙Ⅱ－６ 

                        
（日本工業規格Ａ４） 
 

無登録業者等及び類似商号使用者管理台帳 

業 者 名  

所 在 地  

代表者名  
資
本

金 

百万
円 

役
職

員
数 

人 

店舗名（所
在 地 ） 

 

業務内容  

日 付 
苦情・照会等の内容及び当局の指導

内容、相手方の対応等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

監督指針別紙Ⅱ－６ 

                        
（日本工業規格Ａ４） 
 

無登録業者等及び類似商号使用者管理台帳 

業 者 名  

所 在 地  

代表者名  
資
本

金 

百万
円 

役
職

員
数 

人 

店舗名（所
在 地 ） 

 

業務内容  

日 付 
苦情・照会等の内容及び当局の指導

内容、相手方の対応等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


